
平取町防災拠点型庁舎等整備基本構想・基本計画等策定業務委託 

公募型プロポーザル企画提案書等審査基準 

 

平取町防災拠点型庁舎等整備基本構想・基本計画等策定業務委託(以下、「本業務」とす

る。）に係る受託事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行うものとし、選定のた

めの審査基準については下記のとおりとする。 

 

1 審査機関 

(1)本業務に係る公募型プロポーザルの企画提案書とプレゼンテーションの審査について

は、平取町防災拠点型庁舎等整備基本構想・基本計画等策定業務委託プロポーザル選定

委員会(以下、「選定委員会」とする。）において実施するものとする。 

(2)選定委員会は、参加申込者から提出された企画提案書とプレゼンテーションについて審

査を行い、その結果を事務局に報告する。 

 

２ 一次審査(参加申込書の評価） 

参加申込書等については下記に基づき、平取町総務課にて評価を行う。 

(1)参加申込書等の評価点数の算出は、（2)ア～ウに掲げる評価係数aに(4)に掲げる配点数

bを乗じて行うものとする。 

(2)参加者の評価 

ア.業務実績（同種業務実績） 

評価項目 審査項目 評価係数a 

業務実績 

同種業務件数 ３件以上 １．０ 

同種業務件数 ２件 ０．８ 

同種業務件数 １件 ０．６ 

同種業務：国または地方公共団体等(独立行政法人等を含む。）が発注する、庁舎もし

くは公共施設(執務室を含むもの)整備に係る基本構想及び基本計画策定業務 

 

イ.換算技術者数 

評価項目 審査項目 評価係数a 

換算技術者数 

換算技術者数 50人以上 １．０ 

換算技術者数 25人以上50人未満 ０．８ 

換算技術者数 25人未満 ０．６ 

換算技術者＝技術者数×技術者資格係数 

技術者資格係数:技術士・一級建築士１.０、二級建築士０.８、建築設備士０.６ 

 

ウ.有資格者数 

評価項目 審査項目 評価係数a 

有資格者数 

有資格者数 ０．８以上 １．０ 

有資格者数 ０．６以上０．８未満 ０．８ 

有資格者数 ０．６未満 ０．６ 

有資格者数＝換算技術者数÷技術者数 



(3)担当チームの評価 

ア.資格(技術者資格） 

評価項目 審査項目 評価係数a 

管理技術者 

技術士(総合技術監理部門または建設部門(都 

市及び地方計画))かつ一級建築士 

１．０ 

技術士(総合技術監理部門または建設部門(都 

市及び地方計画)）または一級建築士 

０．８ 

主任技術者 

技術士(総合技術監理部門または建設部門(都 

市及び地方計画)）または一級建築士 

１．０ 

二級建築士 ０．８ 

建築設備士 ０．６ 

担当技術者 

技術士(都市及び地方計画)または一級建築士 １．０ 

二級建築士 ０．８ 

建築設備士 ０．６ 

 

イ.業務実績 

評価項目 審査項目 評価係数a 

業務実績 

同種業務件数 ３件以上 １．０ 

同種業務件数 ２件 ０．８ 

同種業務件数 １件 ０．６ 

 

ウ.経験年数 

管理技術者の場合 各担当技術者の場合 

経験年数 評価係数a 経験年数 評価係数a 

２３年以上 １．０ １３年以上 １．０ 

１８～２２年 ０．９ ８～１２年 ０．８ 

１３～１７年 ０．７ ５～７年 ０．６ 

１３年未満 ０．６ ５年未満 ０．５ 

 

 



(4)参加申込書評価表 

評価項目 評価内容 内容記入欄 

評価 

係数 

a 

配点 

数 

b 

評価 

点 

a×b 

事

務

所

の

評

価 

実績評価 ・同種業務件数が３件以上の場合：1.0 

・同種業務件数が２件：0.8 

・同種業務件数が１件：0.6 

 

件 

 

１０ 

 

換算技術者

数 

・換算技術者数50人以上：1.0 

・換算技術者数25人以上50人未満:0.8 

・換算技術者数25人未満:0.6 

 

人 

 

５ 

 

有資格者数 ・有資格者係数0.8以上：1.0 

・有資格者係数0.6以上0.8未満：0,8 

・有資格者係数0.6未満:0.6 

 

係

数 

 

５ 

 

担
当
チ
ー
ム
の
評
価 

資

格 

管理技術者 ・技術士(都市及び地方計画)かつ一級建築士：1.0 

・技術士(都市及び地方計画)または一級建築士：0.8 
 

資

格 

 

１２ 

 

主任技術者 ・技術士(都市及び地方計画)または一級建築士：1.0 

・二級建築士：0.8 

・建築設備士：0.6 

 
資

格 

 

８ 

 

担当技術者 ・技術士(都市及び地方計画)または一級建築士：1.0 

・二級建築士：0.8 

・建築設備士：0.6 

 
資

格 

 

８ 

 

業

務

実

績 

管理技術者 様式から業務実績と立場を評価 

・同種業務が３件以上：1.0 

・同種業務が２件:0.8 

・同種業務が１件:0.6 

 件  １２  

主任技術者  件  １０  

担当技術者  
件 

 
５ 

 

経

験

年

数 

管理技術者 様式から経験年数を評価 

・23年以上：1.0 

・18～22年:0.9 

・13～17年：0.7 

・13年未満:0.3 

 

年 

 

１２ 

 

主任技術者 様式から経験年数を評価 

・13年以上：1.0 

・8～12年:0.8 

・5～7年:0.6 

・5年未満:0.5 

 
年 

 
８ 

 

担当技術者  
年 

 
５ 

 

合計（100点満点）  

順位 
 

 

得点の合計が高い順で順位付けを行い、上位３者を二次審査の対象とする。同一の得点の

提案者がいるために上位３者を選定できない場合は、同一得点の提案者も二次審査対象者と

して選定する。 



３ 二次審査(企画提案書等の評価） 

企画提案書等については下記に基づき、審査委員会にて評価を行う。 

(1)評価項目ごとに審査委員が評価し、評価点が最低点又は最高点となる審査委員分を除いて

算出した評価点の合計とする。ただし、評価点の平均が６０％に満たない場合は選定しない

ものとする。 

(2)企画提案書等の評価点数の算出は(5)による。 

(3)企画提案書等の評価においては、原則として提出者を匿名化して行うものとする。 

(4)受託候補者の選定にあたっては、審査委員会の審議により最も優れた企画提案者及び次

点者を各１者選定する。 

(5)企画提案書、プレゼンテーションによる評価表 
 評価項目 評価基準 評価内容 評価点数 

１ 取組姿勢及

び実施体制 

業務実施にあたって

の基本的な取組方針 

◯業務実施にあたって、本業務の目的に沿った取組

方針が示されているか。 /5 

業務の実施体制 ◯本業務の遂行にあたって効果的な実施体制となっ

ているか。 /5 

業務担当者の実績等 ◯本業務に関わる各拘当者の業務実績及び人員計画

は効果的か。 /5 

１一小計（15点） /15 

２ 基本構想の

策定 

基本構想策定にあた

り、検討方法等は適

切か 

◯基本構想の策定に必要な検討事項が整理されてい

るか。 

◯施設整備の基本的な考え方についての検討方法が

示されているか。 /10 

２—小計（10点） /10 

３ 
基本計画の

策定 

基本計画策定にあた

り、検討方法等は適

切か 

◯基本計画の策定に必要な検討事項が整理されてい

るか。 
/10 

３—小計（10点） /10 

４ テーマ別提

案 

テーマ① 

庁舎等整備に係る住

民との合意形成の手

順及び手法について 

〇住民との円滑な合意形成に向けた提案がなされて

いるか。 

/15 

テーマ② 

庁舎等整備に係る補

助金及び地方債等を

活用した財源確保に

ついて 

◯他自治体や制度を調査し、財源確保に実現可能性

の高い提案がなされているか。 

/15 

テーマ③ 

効率的かつ経済的な

整備について 

◯総事業費用や維持管理費用等、ライフサイクルコ

ストの縮減に向け、効果的な提案となっているか。 

/15 

４一小計(45点） /45 

５ 業務実施ス

ケジュール 

業務工程表 ◯業務を円滑かつ効率的に遂行できるスケジュール

か。 

◯基本構想策定のプロセスが適切で実現性のあるも

のか。 /10 

５—小計（10点） /10 

６ 参考見積 見積金額の経済性 〇配点×(最低提案見積額/提案見積額) /10 

６—小計(10点） /10 

合計（100点満点） 
点 

 

〇配点基準 

配点 
特に良い 

特に優れている 

良い 

優れている 
普通 やや劣る 劣る 

５点 ５ ４ ３ ２ １ 
10点 10 ８ ６ ４ ２ 
15点 15 12 ９ ６ ３ 

 


